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 令和 8年度 無償化のための認定の手続きについて     ～幼稚園・認定こども園～ 

 

無償化の対象となるには「施設等利用給付認定」や「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。(※1) 

利用する施設 対象となる利用形態 必要な認定 

新制度未移行幼稚園(※2) 
通常の時間帯のみ 施設等利用給付認定 新 1号 

通常の時間帯＋預かり保育 施設等利用給付認定 新 2・3号 

新制度幼稚園(※3) 

認定こども園(※4) 

通常の時間帯のみ 教育・保育給付認定(※5) 

通常の時間帯＋預かり保育 

(教育認定(1号)の方のみ) 
教育・保育給付認定(※5)＋施設等利用給付認定 新 2・3号 

※1 無償化のためには、利用施設・形態により、請求の手続きも必要です（p.4【無償化の内容】の注のとおり）。 

※2 立川市内では石川学園こばと幼稚園、立川幼稚園、立川双葉幼稚園、立川みどり幼稚園、多摩幼稚園、藤幼稚園、みたから幼稚園が該当。 

※3 立川市内では、子供の国 若草幼稚園(令和 8年度から新制度幼稚園へ移行予定)が該当。 

※4 立川市内では立川かしの木幼稚園、キンデルガルテン松中幼稚園、めぐみ幼稚園、森の子こども園が該当。 

※5 教育・保育給付認定については、入園の際に認定を受けるため、改めての手続きは不要。 

 

 

【必要書類】申請書等は立川市ホームページからもダウンロードできます。 

認定の種別 

（施設等利用給付認定） 
対象となる児童 提出する書類 

新 1号 通常の時間帯を利用する児童 ①令和 8年度 施設等利用給付認定・変更申請書 

新 2・3号 

保護者(父母等)が保育を必要とする事由に該当

し、通常の時間帯と預かり保育を利用する児童 

（0～2歳児クラスは住民税非課税世帯(※6)のみ） 

①令和 8年度 施設等利用給付認定・変更申請書 

②保育を必要とする事由を証明する書類（保護者(父母等)それぞれ一部ずつ） 

③住民税非課税証明書（申請書裏面の案内に該当する方のみ） 

※6 生活保護世帯と里親世帯を含む。 

 

【提出期限・提出先】 

認定希望日までに、利用している施設へ提出（立川市外の施設へ通っている方は立川市保育課へ提出）。 

➡ 4月入園の場合など、施設から別途案内があった場合は、そのとおりにご提出ください。 



2 

 

【新 2・3号の認定を希望する場合】 
 

新 2・3号の認定を受けるためには、保護者(父母等)が「保育を必要と 

する事由」に該当することが必要となります。 

 

※ 新 1号を希望する場合は、保育を必要とする事由は不要です。 

 

●保育を必要とする事由 

 

●保育を必要とする事由を証明する書類 

新 2・3号の認定を希望する場合は、「保育を必要とする事由」を確認するた

めに、下記の書類が必要となります。 
 

必 要 書 類 

※保護者(父母等) 各一部ずつ必要 

外
勤 

自
営
業 

出
産 

就
学 

疾
病 

障
害 

介
護 

看
護 

求
職 

就労証明書 ○ ○       

自営をしていることが客観的に分かる

書類（事業所得が記載されている確定申

告書の写し等） 
※月収 48,000 円（年収 57 万円）以上の収入

を確認できない場合は要件の認定ができま

せん。 

 ○       

母子手帳の写し 
（分娩予定日を記載するページ） 

  ○      

① 在学証明書 

② 時間割写し 
（予定の場合は受験票または合格通知の写し） 

   ○     

 D  診断書（保護者用）     ○    

身体障害者手帳・ 

愛の手帳などの写し 
     ○   

①  E  主治医等意見書 

（介護・看護用） 

またはケアプランの写し 

② Ｃ  タイムスケジュール表 

      ○  

求職中であることを証明するもの 

（ハローワークの受付票等） 
       ○ 

※ 就労証明書は、市の指定書式が必要です。 

※  D ・ E は、市の指定書式に医師が記入したものが必要です。 

書式は保育課窓口で受け取るか、HPからダウンロードしてください。 

保護者(父母等)の状況 認定基準 

就労 
 月 48時間以上（休憩時間含む）の 

 就労を常態としている 

妊娠・出産 
 出産にともない保育を必要とする 

 期間：出産月と前後各 2か月（計 5か月間） 

就学 
 学校に通学している 

（職業訓練校・大学・専門学校等） 

※通信教育・カルチャーセンターでの学習は除く 

疾病 
 入院・通院、自宅療養により 

 保育が困難である 

障害  心身に障害がある 

介護・看護  介護・看護を常態としている 

求職活動 
 求職中である 

 期間：3か月 

育児休業 

 既に就労、出産要件で在園している子の下の子  

 の育児休業を取得する間、保育施設等を引き続

き利用することが必要と認められる 

 ※初回の申請では選択できません。すでに新 2・3

号の認定を受けている方のみ選択できます。 
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※新 1号を希望する場合は、裏面の記入は不要です。 

施設等利用給付認定・変更申請書 

記入例 

 

 

 

【裏面】 
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【無償化の内容】 

通常の時間帯(新制度未移行幼稚園） 

○満 3歳児～5歳児クラスの児童 

➡ 保育料と入園料(月割)が月額 25,700円まで無償 

通常の時間帯(新制度幼稚園・認定こども園) 

○3～5歳児クラスの児童(教育認定(1号)は満 3歳児から) 

○住民税非課税世帯の 0～2歳児クラスの児童 

➡ 保育料が無償 

預かり保育(認定こども園は教育認定(1号)の方のみ） 

○保護者(父母等)が保育を必要とする事由に該当する 3～5歳児クラスの 

児童 

➡ 月毎に利用日数×450円まで無償(月額上限 11,300円) 

○保護者(父母等)が保育を必要とする事由に該当する住民税非課税世帯の

満 3歳児 

➡ 月毎に利用日数×450円まで無償(月額上限 16,300円) 

※保護者(父母等)が保育を必要とする事由に該当する住民税課税世帯の満 3

歳児は、施設等利用給付とは別の預かり保育補助制度の対象です。 

請求方法は、在園している幼稚園を通じて案内します。 

 

※ 日用品・文房具等、行事参加費、給食費、通園送迎費などは対象外です。 

※ 預かり保育の分は、保育料を一旦ご負担いただき、限度額の範囲内で後

日お返しする「償還払い」です。 

請求の手続きは、年 4 回、施設経由で案内します。また、市外の幼稚園

の一部では、通常の時間帯の分も「償還払い」となります。 

※ 通常の時間帯の分は、限度額の範囲内で保育料のご負担がなくなります。

保育料が限度額を超える場合は、差額をご負担いただきます。 

  市外の幼稚園の一部を除き、請求の手続きは不要です。 

※ 新 3 号認定を受けている児童が 3 歳クラスに進級する際に、新 2 号認定

を希望する場合は、改めて申請が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育・保育の無償化について 

立川市のホームページでも 

情報を公開しています 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 10月発行 

 

立川市子ども家庭部保育課 

電話 042-523-2111 

…認定については 内線 1326～1330 

…給付については 内線 1324 

 


